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源泉徴収票と確定申告書 

源泉徴収票 
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【給与所得控除 必出 ここだけは必ず解答しよう‼】 

給与所得控除は所得控除ではなく、事業所得の必要経費に相当するもの。 

    事業所得 ＝ 売上     － 必要経費 

    給与所得 ＝ 給与総額 － 給与所得控除 

 

給与所得控除 ＝「支払金額」721 万円×10％＋120万円 ＝ 192.1 万円 

給与所得  ＝ 721 万円 － 192.1 万円 ＝ 528.9 万円「給与所得控除後の金額」 

 

【所得税および復興特別所得税】 

（ａ）総所得金額       5,289,000 円 

（ｂ）所得控除の額の合計額  2,776,715 円「所得控除の額の合計額」 

（ｃ）課税総所得金額     2,512,285 円 → 2,512,000 円（千円未満切り捨て） 

（ｄ）所得税額（速算表から） 

2,512,000 円×10％－97,500 円＝153,700 円 

（ｅ）復興特別所得税額（円未満切捨て） 

153,700 円×2.1％＝3,227.7 円 → 3,227 円 

（ｆ）所得税および復興特別所得税の額（100 円未満切捨て） 

153,700 円＋3,227 円＝156,927 円 → 156,900 円「源泉徴収税額」 

 

 

注）所得控除全体の集計 2,776,715 円は出題されない（大変だから）。 

気になる人は次ページの確定申告書の「所得から差し引かれる金額」を参照。 
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【源泉徴収票を元に確定申告書に転記したもの】 

 

収

入

金

額

等 

事業 
営 業 等 ㋐    

税 

 

金 

 

の 

 

計 

 

算 

課税される所得金額 ㉖ 2,512,000 

農 業 ㋑    上の㉖に対する税額 ㉗ 153,700 

不 動 産 ㋒          

利 子 ㋓          

配 当 ㋔          

給 与 カ 7,210,000       

雑 
公 的 年 金 等 キ          

そ の 他 ク    差引所得税額 ㊳ 153,700 

総 合 

譲 渡 

短 期 ケ         

長 期 コ    再差引所得税額 ㊵ 153,700 

一 時 サ    復興特別所得税額 ㊶ 3,227 

所

得

金

額 

事業 
営 業 等 ①    所得税及び復興特別所得税額 ㊷ 156,927 

農 業 ②         

不 動 産 ③    
所得税及び復興特別所得税額の源泉徴収税額 ㊹ 156,900 

利 子 ④    
所得税及び復興特別所得税額の申告納税額 ㊺ 0 

配 当 ⑤       
   

給 与 ⑥ 5,289,000  
所得税及び復興特別所得

税額の第 3 期分の税額 

納める税金 ㊼ 0 

雑 ⑦    還付される税金 ㊽ 0 

総 合 譲 渡 ・ 一 時 ⑧       
 

 

合 計 ⑨ 5,289,000     
 

 

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額 

雑 損 控 除 ⑩       
 

 
医 療 費 控 除 ⑪       

 
 

社 会 保 険 料 控 除 ⑫ 856,715     
 

 
小規模企業共済等掛金控除 ⑬       

 
 

生 命 保 険 料 控 除 ⑭ 100,000     
 

 
地 震 保 険 料 控 除 ⑮ 50,000     

 
 

寄 付 金 控 除 ⑯       
 

 
寡 婦 ・ 寡 夫 控 除 ⑱       

 
 

勤労学生・障害者控除         
 

 
配 偶 者 ( 特 別 ) 控 除 ㉒ 380,000     

 
 

扶 養 控 除 ㉓ 1,010,000     
 

 
基 礎 控 除 ㉔ 380,000     

 
 

合 計 ㉕ 2,776,715     
 

 

 

 


